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はじめに

本稿は、法律相談調査研究会(1)が日本弁護士連合会(2)と協力して実施した、
弁護士による法律相談についての調査の単純集計結果をとりまとめたものであ
る。この研究は、法律相談に来た一般市民を対象に質問票調査を実施すること
によって、どのような問題を抱えた市民が、どのような経緯で法律相談センター
あるいは法律事務所に法律相談に訪れるのか、法律相談の結果はどのようなも
のか、相談者は相談相手の弁護士をどのように評価しているかを明らかにしよ
うとしたものである。この研究では、法律相談が当事者によるその後の問題処
理にどのような効果をもったかを見るために、最初の調査実施後およそ２年後
に面接調査を行うとともに、同じくおよそ２年半後には追跡質問票調査も実施
した。本稿には最初の調査と追跡調査の単純集計結果を収録している。
法律相談調査研究会が、日本弁護士連合会と協力してこれまでに実施してき

た調査は、大きく分けると次の５つの部分から成る。

⑴ 法律相談センターについての予備調査と基本データの収集

東京、大阪、札幌、福岡の各弁護士会（以上、大・中規模弁護士会）および、
山形、島根、旭川の各弁護士会（以上、小規模弁護士会）において、法律相談セ
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457 (2) ――わが国における法律相談利用の実態――

ンターへの来訪者を対象に聴き取りを行うとともに、弁護士会の法律相談セン
ター担当委員からヒアリングを行った（ただし、札幌では来訪者の問題のほと
んどがクレサラ事件とのことで、来訪者からの聴き取りはできなかった）。

⑵ 法律相談センター来訪者への質問票調査

法律相談調査研究会が、日本弁護士連合会の協力を得て質問票を作成し、単位
弁護士会が運営する法律相談センター来訪者、および日本弁護士連合会の運営す
る交通事故相談センター来訪者を対象に、自己記入方式による調査を実施した。
サンプルサイズは �����人。����年度の相談件数統計に基づき、各弁護士会

と日弁連交通事故相談センターに依頼する調査票の枚数を案分した（ただし、
以下に述べるクレサラの例外あり）。弁護士会法律相談センター �����人、交通
事故相談センター ���人である。大中規模弁護士会には専門法律相談が置かれ
ているが、クレサラ事件は一般相談のなかに相当数含まれる可能性が高いこと
から、クレサラ事件が回答の過半数を占めないように、クレサラ専門相談への
依頼枚数は東京３会、大阪、愛知、札幌の弁護士会合計で ��人に抑えた。それ
以外は、ほぼ ����年度の相談件数実績に基づいてサンプル数を算出した。
センターにおける調査の実施にあたっては、事前に日弁連から全国の法律相

談センター事務局に調査票を送り、来訪者への配布を依頼した。法律相談セン
ターでは、来訪者が相談を終えて窓口に戻ってきたときに調査票への記入を依
頼し、その場で回答をしてもらっている。
調査の実施時期は、弁護士会により若干のばらつきがあるが、���4年６月

下旬から同年８月下旬までである。この期間に調査票に回答した来訪者の数は
���4�人（弁護士会法律相談センターが ����4人、日弁連交通事故相談センター
が ��人）で、当初のサンプルサイズに基づき回収率を算出すると ����％（法律
相談センター ����％、交通事故相談センター ���4％）となる。
なお、データ入力は、法律事務所来訪者データも含め、輿論科学協会に依頼

した。

⑶ 法律事務所来訪者への質問票調査

法律相談センター来訪者に対する調査とほぼ同様のやり方で、法律事務所に
法律相談に来る来訪者を対象とする質問票調査を行った。質問票の内容は、法
律相談センターと法律事務所との違いに応じて一部異なる個所があるが、それ
以外はすべて同一である。
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――法　　律　　論　　叢―― (3) 456

弁護士個人を対象とする日弁連による調査の回収率が極めて低い傾向が見ら
れることから、日弁連に登録している弁護士全員（約２万人）に対して調査票を
送り、法律事務所に初めて法律相談に来た来訪者に、法律相談終了後に調査票
を手渡してもらうよう依頼した。調査協力者に対しては、調査票の入っている
封筒に依頼状を入れ、自己記入後返信用封筒に入れて投函するように依頼した。
調査の実施時期は、���4年６月下旬から同年９月末までである。予想通り、

回収状況は極めて悪く、回答者総数は ���人である。
回収率がこれほど低い理由はいくつかあると考えられる。第１に、初めて、

しかも事件の依頼ではなく、法律相談に来る来訪者はそれほど多くはない可能
性が高いということである。第２に、法律事務所の夏休みを挟んだ時期は、調
査にとってはあまり望ましい時期ではなかった。第３に、弁護士の評価を尋ね
る質問項目がいくつかあったために、弁護士が来訪者に調査票を手渡すのをた
めらった可能性も小さくないであろう（調査票の内容はあらかじめ弁護士に分
かるような形で依頼をした）。
いずれにせよ、回収率が極めて低いため、法律事務所についてのデータの利

用にあたっては十分な注意が必要である。

⑷ 追跡面接調査

質問票の末尾に、後日、さらに調査への協力をお願いできないかを質問し、
相当数の回答者から、さらに調査に協力しても良いという回答を得た。面接に
応じる、アンケートであれば協力する、いずれにも協力する、の回答状況は次
頁に示す通りである。ただし、協力に応じる旨の回答があっても、どのような
方法で調査に協力できるかを回答しなかったり、住所や氏名の記載されていな
い回答もあり、これらは実質的な協力拒否であると考えた。このほか、協力が
できるかどうかに回答せず、協力できる具体的な調査方法を回答している場合
もある。これは、協力に応じる意思があるものとして扱った。
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455 (4) ――わが国における法律相談利用の実態――

　
＜法律相談センター＞

＜法律事務所＞
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――法　　律　　論　　叢―― (5) 454

面接調査への協力の意思を表明した回答者を対象に、日弁連の上記チームと
協力し、����年１月下旬から６月中旬までの間に面接調査を実施した。調査費
用が限られていたため、東京圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）、大阪圏
（大阪府、京都府、兵庫県）、および名古屋圏（愛知県、岐阜県）に住む回答者を
対象とした。「会って話をしてもよい」あるいは「どちらに応じても良い」と回
答した人は、東京圏 ��名、大阪圏 ��名、名古屋圏 ��名である。このなかで実
際に面接調査への協力を得ることができたのは、東京圏では ��名（センター利
用者 ��名、事務所利用者７名）、大阪圏では９名（センター利用者７名、事務
所利用者１名）、名古屋圏では４名（センター利用者３名、事務所利用者１名）、
合計 ��名である。

⑸ 追跡質問票調査

前項⑷で示した再調査の意思確認の質問に対して、「会って話をしてもよい」、
「アンケート調査に回答してもよい」、および「どちらに応じてもよい」のいずれ
かの回答をし、上記の面接調査の対象に選ばれなかった人々を対象に、法律相
談後の成り行きを尋ねる質問票調査を行った。このなかで東京圏、大阪圏、名
古屋圏において面接調査への依頼を行った回答者は、面接に応じてくれたかど
うかを問わず、質問票調査の対象には含めていない。このため、質問票調査の
対象者総数は �4�名、有効回答総数 ���名、回収率は約 ��％である。�4�名中、
住所不明による調査不能は ��名存在した。これを回収率の分母から引くと、回
収率は約 ��％となる。この調査は ����年 ��月から ��月末までの間に行われ
た。質問票のデータ入力は輿論科学協会に依頼した。
以上の調査のうち、本稿では、第１部で、法律相談センターと法律事務所に

法律相談を目的として来訪した一般市民を対象として実施した上記⑵と⑶の質
問票調査の結果を、第２部でその後の成り行きを調査した⑸追跡質問票調査の
結果を示す(3)。
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第１部　法律相談調査

Ⅰ．今回ご相談になられた問題についておうかがいします。

5�� その問題は次のどれに該当するでしょうか。右側の欄のなかのもっとも当
てはまる番号ひとつに○をつけてください。該当するものがないときに
は、もっとも近い問題のある欄の（　）のなかにその問題を簡単にご記入
ください。
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5�� 問題類型小分類
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451 (8) ――わが国における法律相談利用の実態――
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――法　　律　　論　　叢―― (9) 450

　
5�� 相談に来た問題は自分の問題ですか、家族・友人の問題ですか

5�� 相談に来た問題は会社・営業上の問題ですか、個人としての問題ですか

5�� 問題の金銭換算可能性
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449 (10) ――わが国における法律相談利用の実態――

　
係争金額 �カテゴリー

5�� その問題の相手は、以下のどれにあたりますか。当てはまるものひとつだ
けに○をおつけください。相手方が複数いる場合には、そのなかで主な相
手方をひとつだけえらんでください。
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――法　　律　　論　　叢―― (11) 448

　
5�� 今回の問題が生じたのはいつ頃ですか。

（　　　）年（　　　）月頃

問題発生月
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447 (12) ――わが国における法律相談利用の実態――

　
54� この法律事務所にくるまえに、誰かに相談しましたか。

5�� （相談した人に）相談した相手はどのような人でしょうか。親戚や友人・
知人でも以下のような職業の方に相談した場合は、その職業に○をつけて
ください。いくつでも当てはまるものすべてに○をつけてください（多重
回答）。
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――法　　律　　論　　叢―― (13) 446

　
5�� 今回の問題について、相談以外にこれまでどのようなことをしましたか。

当てはまるものにいくつでも○をつけてください（多重回答）。

5��� 今回の問題を処理するために、この法律相談にいらっしゃる前に、どのく
らいの費用をお使いになりましたか（まったく使っていないときは０、１
万円未満は１万円とご記入ください）。
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445 (14) ――わが国における法律相談利用の実態――

　
5��� 弁護士会の法律相談を知ったきっかけはなんだったのでしょうか。当ては

まるものひとつだけに○をつけてください（択一回答）。

5��� この法律相談にくるまえに、何かためらいを感じましたか。
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――法　　律　　論　　叢―― (15) 444

　
5���（ためらいを感じた人に）ためらいを感じた理由はなんですか。当てはま

るものに、いくつでも○をつけてください（多重回答）。
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443 (16) ――わが国における法律相談利用の実態――

　
Ⅱ．今回の相談についておうかがいします。

5��� この法律相談センター／法律事務所がある都道府県［交通事故相談セン
ターを含む］
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――法　　律　　論　　叢―― (17) 442

　
5��� 今回相談した弁護士の年齢はいくつくらいだと思いますか。だいたいの印

象でけっこうです。
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441 (18) ――わが国における法律相談利用の実態――

　
5��� この法律相談にくることにした理由は次のどれでしょうか。当てはまるも

のにいくつでも○をつけてください（多重回答）。
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――法　　律　　論　　叢―― (19) 440

　
5�4� この法律相談で今後どうすることになりましたか。当てはまるものにいく

つでも○をつけてください（多重回答）。

5���（5�4で「自分でやってみることになった」回答者に）何をやってみるこ
とになりましたか。当てはまるものにいくつでも○をつけてください（多
重回答）。
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439 (20) ――わが国における法律相談利用の実態――

　
5��� 上（5�4・5��）のように決めた理由は何でしょうか。簡単にお書きいた

だけますか。［自由回答］（本稿には掲載しない）

5��� 今回の問題を解決するまでに、これからどのくらい時間がかかるとお考え
ですか。当てはまるものをひとつだけえらんで○をつけてください。

5��� 今回の問題を解決するために、これからどのくらいの費用がかかるとお考
えですか。
（　　　　　　　　）万円くらい［１万円未満は１万円とご記入ください］
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――法　　律　　論　　叢―― (21) 438

　
5��� 弁護士に対して、言いたいことをどの程度言えましたか。

5��� 弁護士は、あなたの言うことを親身になって聞いてくれましたか。
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437 (22) ――わが国における法律相談利用の実態――

　
5��� 弁護士の話はわかりやすかったですか。

5��� あなたが考えてきた問題解決の方法と弁護士の意見は同じでしたか。
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――法　　律　　論　　叢―― (23) 436

　
5��� この相談のなかでの弁護士の説明に納得できましたか。

5�4� 弁護士の法的知識に不安を感じましたか。
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435 (24) ――わが国における法律相談利用の実態――

　
5��� この法律相談で弁護士から受けた回答は、あなたにとって有利な内容でし

たか、不利な内容でしたか。

5��� この法律相談での弁護士は、頼りがいのある人だと思いますか。
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――法　　律　　論　　叢―― (25) 434

　
5��� 今回の法律相談をふりかえって、将来もまた同じような問題に巻き込まれ

たら、今回と同じ弁護士さんに相談したいと思いますか。

5��� 法律相談についての自由な感想、意見

Ⅲ．最後にあなたご自身についておたずねします。

6�� あなたはこれまでに法律について勉強されたことがありますか。もっとも
あてはまるものをひとつだけえらんで○をつけてください。
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433 (26) ――わが国における法律相談利用の実態――

　
6�� あなたはこれまでに法律に関わるお仕事をされたことはありますか。あて

はまるものをひとつだけえらんで○をつけてください。

6�� あなたの家族・親せきや友人・知人に以下のような職業の方はいらっしゃ
いますか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください（多重回答）。
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――法　　律　　論　　叢―― (27) 432

　
6�� 今回相談された問題以外で、過去に弁護士に相談したり、問題の処理を依

頼したりしたことはありますか。当てはまるものにいくつでも○をつけて
ください。利用したことのある場合には、該当する（　　）にその回数を
記入してください（多重回答）。
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431 (28) ――わが国における法律相談利用の実態――

　
6�� 今回相談された問題以外で、過去に裁判所の手続を使ったことがあります

か。相手方から調停や訴訟などの裁判所手続を申し立てられた場合も含み
ます。



明治大学　法律論叢 ��巻 �号：責了 ����	���
������ ����� ���������� �����

――法　　律　　論　　叢―― (29) 430

　
6�� 最後に行かれた、あるいは今行かれている学校は、次のどれにあたります

か。当てはまるものひとつだけに○をつけてください。

64� 現在のあなたのお仕事は、大きく分けて以下のどれにあたりますか。
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429 (30) ――わが国における法律相談利用の実態――

　
6�� あなたの性別をお教えください。

6�� 年齢はおいくつですか。

6��� 生計を共にされているご家族はあなたご自身を含めて何人ですか。
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――法　　律　　論　　叢―― (31) 428

　
6��� 生計を共にされている家族（単身の場合はあなたご自身）の収入は全部で

どのくらいになりますか。昨年１年間の税込みでお答えください。
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427 (32) ――わが国における法律相談利用の実態――

　
第２部　法律相談追跡調査

5�� ���4年の法律相談の後、これまでに、問題をどのように処理されました
か。あてはまるものをいくつでも選んでください（多重回答）。

＜さらに依頼・相談した弁護士は当初の相談した弁護士であるかどうか＞

5�� 依頼した弁護士について、その弁護士に依頼したのはなぜですか。以下の
問いのそれぞれにおいて、当てはまる程度に○をつけてください。

�　相談した問題の分野についてくわしいようだったから

�　話をよく聞いてくれたから
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――法　　律　　論　　叢―― (33) 426

　
�　説明が分かりやすかったから

�　法律的な考え方を示してくれたから

�　方針に納得できたから

�　考え方が合理的だったから

4　人柄が信頼できそうだったから

�　男性／女性だったから

�　費用が安かったから

��　その弁護士しか知らなかったから
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425 (34) ――わが国における法律相談利用の実態――

　
5�� 依頼した弁護士は次のどれをしましたか。当てはまるものをいくつでも選

んでください（複数回答）。
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――法　　律　　論　　叢―― (35) 424

　
5�� 依頼の時に問題となった金額はいくらくらいでしたか（訴訟をした方は訴

えた額（訴額）をお答えください。）

5�� 依頼した弁護士にはいくら支払いましたか。（支払い額がゼロであった場
合には、「０」とお書き下さい。）

＜弁護士への支払い：依頼した当初＞
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423 (36) ――わが国における法律相談利用の実態――

　
＜弁護士への支払い：途中＞

＜弁護士への支払い：最後＞

＜弁護士への支払い：総額＞
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――法　　律　　論　　叢―― (37) 422

　
5�� 弁護士に支払った金額（総額）は妥当だったでしょうか。

「妥当」以外を選んだ方におたずねします：どのくらいの金額が妥当でしょうか

54� 依頼した弁護士について、以下の問いのそれぞれにおいて、当てはまるい
ずれかの答えを選んでください。

�　事件の見通しは良かったですか
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421 (38) ――わが国における法律相談利用の実態――

　
�　事件処理の方針について、あなたは納得していましたか

�　事件を遅れずに処理していましたか

�　連絡は取りやすかったですか

�　報告は適切になされましたか

�　費用についての説明は明快でしたか

4　ていねいな対応でしたか

�　説明は分かりやすかったですか
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――法　　律　　論　　叢―― (39) 420

　
�　あなたの話を十分に聞いてくれましたか

��　信頼できる人柄でしたか

��　専門的な知識を持っていましたか

��　事件の結果は良かったですか

5�� 依頼した弁護士に満足していますか。
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419 (40) ――わが国における法律相談利用の実態――

　
5�� 将来同じような問題にまた直面したとすれば、また弁護士に依頼したいと

思いますか。

5��� 弁護士に依頼する前と後で、弁護士のイメージは変わりましたか。
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――法　　律　　論　　叢―― (41) 418
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417 (42) ――わが国における法律相談利用の実態――

　

＜5��へお進みください。＞

＜弁護士に依頼しなかった方は、次の問いからお答えください。＞

5��� 問題を処理するために弁護士への依頼をされなかったのはなぜでしょうか。
以下の問いのそれぞれにおいて、当てはまるものに○をつけてください。

�　法律相談のみで問題が解決したから

�　受任してもらいたかったが、してもらえなかったから

�　結果的に費用の方がかかってしまうから

�　費用が高くて払えないから
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――法　　律　　論　　叢―― (43) 416

　
�　法律相談のときを含め、これまでの弁護士の印象が悪かったから

�　時間がかかるから

4　法律では解決できない問題だから

�　証拠がたりないから

�　勝ち目がないから

��　勝ってもお金をもらえないから（相手がお金を持っていない）

��　自分自身で解決したかったから
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415 (44) ――わが国における法律相談利用の実態――

　
��　その他（自由回答）
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――法　　律　　論　　叢―― (45) 414

　
＜ここからすべての方がお答えください。＞

5��� この問題は決着しましたか。

＜「�．決着をした」を回答した人に＞

［決着までにかかった時間］
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413 (46) ――わが国における法律相談利用の実態――

　
5��� これまでの結果について、以下の問いのそれぞれにおいて当てはまるもの

に○をつけてください。

�　結果は予想していた通りだ

�　結果に満足している

�　結果はともかく、これまでの経緯に満足している。

�　結果や経緯はともかく、自分のやったことに満足している。

5��� ふりかえってみて、法律相談をして良かったと思いますか。

5��� 今回の問題をはなれて、いくつかおたずねします。

⑴ 将来なにか法律に関わる問題をかかえたとき、弁護士に依頼するとすれば、
どのくらいの費用であれば、支払ってもよいとお考えになりますか。



明治大学　法律論叢 ��巻 �号：責了 ����	���
������ ����4 ���������� �����

――法　　律　　論　　叢―― (47) 412

　
または、問題となっている金額に対する支払ってもよい割合

⑵ 少額の掛け金で万が一のとき弁護士費用が保険金として支払われる「権利
保護保険」というものがあり、外国では広く利用されている国もあります。
そうした保険を利用したいと思いますか。

⑶ 「法テラス」という公的機関が資力に乏しい方たちを対象に弁護士費用を
貸与する「法律援助」という仕組があります。このような援助の対象を現在
のレベルよりも引き上げ、より広く弁護士費用についての援助が受けられる
ように税金を支出することに賛成ですか、反対ですか。
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411 (48) ――わが国における法律相談利用の実態――

おわりに

本稿では、法律相談センターと法律事務所における法律相談利用者を対象に、
利用直後の質問票調査と、ほぼ１年半後の追跡質問票調査の集計結果を示した。
これらは単純集計結果であるとはいえ、追跡調査における自由回答を含め、そ
れ自体で極めて興味深いデータとなっている。これらの単純集計結果の一部は
すでに研究会メンバーによって個別論文のなかで用いられているが(4)、これら
の数量的データの統計的分析をさらに進めること、および面接調査などで得ら
れた質的データを組み合わせてさらに分析を深化させること、このふたつがこ
れからの課題である。

注
⑴ 法律相談調査研究会のメンバーは、村山眞維（明治大学）、守屋明（関西学院大学）、
前田智彦（名城大学）、仁木恒夫（大阪大学）、小野理恵（千葉大学）、および石田京子
（早稲田大学）である。石田は本文の以下で述べる⑷追跡面接調査の段階から参加した。
⑵ 日本弁護士連合会からのメンバーは、弁護士業務推進センター・法的ニーズ法曹人口
調査検討プロジェクトチーム・市民の法的ニーズチームに所属する、飯田隆、大関亮子、
兼川真紀、八掛順子、生田康介の各弁護士である。追跡面接調査と追跡質問票調査には、
兼川真紀と生田康介の両弁護士が実査を含めて参加した。また法律相談センターと法律
事務所の利用者に対する質問票調査を実施するに当たっては、部分的に、上記プロジェ
クトチームの法曹の質研究会（メンバー：太田勝造、菊地裕太郎、他）とも協力したこ
とを付記する。

⑶ これら一連の調査は、日弁連の協力なくしては実行不可能であった。多少異なる角度
からとはいえ関心を共有し、調査のためにご尽力いただいた日弁連関係者の皆様に厚く
御礼を申し上げる。また、本調査に協力してご回答いただいた来訪者の皆様にも心から
のお礼を申し上げたい。

⑷ 村山眞維「わが国における弁護士利用パターンの特徴―法化社会における紛争処理と民
事司法：国際比較を交えて―」法社会学　70　号（����年）�����頁；����	��� ����	����
� ���!"�!� #$$�� �% &�'	��� () *%+ %, &��+ #"-�$ .!����/ �! *0$$�
&� 1�!",�� 2"�3� Access to Justice 2����3� ��4�����

（本稿は、文部科学省科学研究費基盤研究A「紛争当事者のニーズから見た裁
判外紛争処理制度―経験的データによる総合的検討」（課題番号 �4������）の
研究成果の一部である。）


